
こども家庭福祉の認定資格（こども家庭ソーシャルワーカー）検討概要
（子ども家庭福祉の認定資格の取得に係る研修等に関する検討会及びワーキンググループ）

• こども家庭福祉の現場にソーシャルワークの専門性を十分に身につけた人材を早期に輩出するため、改正児童福祉法により、

まずは、一定の実務経験のある有資格者や現任者が、国の基準を満たす認定機関が認定した研修等を経て取得する認定資格

を令和６年４月より導入する。

• 認定資格を取得するための研修課程等を検討するため、厚生労働省子ども家庭局長が有識者等の参集を求め、子ども家庭福

祉の認定資格の取得に係る研修等に関する検討会及びワーキンググループを開催した。

• こども家庭福祉分野における相談援助を行う職員に

求められる専門性

• こども家庭福祉に係る研修の課程

• ソーシャルワークに関する研修の課程

• 試験の内容及び方法・試験の頻度

• その他

氏 名 所 属 ・ 役 職

伊原 浩樹 松戸市子ども部長

久保 樹里 花園大学社会福祉学部社会福祉学科准教授

倉石 哲也 武庫川女子大学文学部心理・社会福祉学科教授

橋本 達昌 全国児童家庭支援センター協議会会長

藤林 武史 西日本こども研修センターあかしセンター長

増沢 高 子どもの虹情報研修センター研究部長

藥師寺 真 岡山県倉敷児童相談所所長

山縣 文治 関西大学人間健康学部人間健康学科教授

和気 純子 東京都立大学人文社会学部人間社会学科社会福祉学分野教授

田村 満子 日本社会福祉士会 アドバイザー（※）

廣江 仁 日本精神保健福祉士協会 副会長（※）

村松 幹子 全国保育士会 会長（※）

（※）検討会はオブザーバーとして出席

趣旨

構成検討事項

• 令和４年７月～令和５年３月 検討会及びワーキング

グループ開催（計11回）

• 令和５年夏めど 関係省令等の整備

• 令和５年秋めど 認定機関の発足

• 令和６年4月 改正児童福祉法施行

スケジュール
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こども家庭福祉の認定資格 とりまとめ概要①

こども家庭福祉の認定資格（こども家庭ソーシャルワーカー）

こども家庭福祉指定研修２－① （講義33＋演習67.5＝100.5時間)

こども又はその家庭に対する、

こども家庭福祉に係る

一定程度の相談援助業務の

実務経験 ４年以上

１－②

： 認定機関が認めた
研修カリキュラム

ソーシャルワーク
に係る研修の受講

２－②
（講義58.5＋演習39
＝計97.5時間）

保育所等で主任保育士等

としての、相談援助業務を
含む実務経験 ４年以上

１－③

ソーシャルワーク
に係る研修の受講

２－②
（講義78＋演習78＋

見学実習９
＝計165時間）

試験 ３

※当分の間の経過措置※当分の間の経過措置

社会福祉士
精神保健
福祉士

こども又はその家庭に対する、

こども家庭福祉に係る

相談援助業務の実務経験 ２年
以上

１－①

１．資格取得に向けた研修等の対象者
＜社会福祉士・精神保健福祉士の資格を有する者＞

一定程度のこども家庭福祉の相談援助業務の経験(２年以上)がある者のほか、相談援助業務(２年以上)を行っており、こども家庭福
祉の相談援助業務を業務量問わず行ったことがある者も対象。（１－①）後者には追加研修の受講を求める。

＜こども家庭福祉の相談援助業務の実務経験者＞
一定程度のこども家庭福祉の相談援助業務の経験(４年以上)がある者が対象。（１－②）

＜保育所等で勤務する保育士＞
地域連携推進員・保育所長・主任保育士・副主任保育士等のいずれかで、相談援助業務の経験がある者（４年以上）が対象。（１－③）

２．研修の内容
こども家庭福祉指定研修（一律100.5時間）（２－①）とソーシャルワークに係る研修（実務経験者：97.5時間、保育所等保育士：165時

間）（２－②）で構成。
３．試験のありかた
認定機関が毎年１回以上実施。内容は事例問題を含めた選択式とし、どのルートの受講者も同様。
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４．研修体制の確保等
• 施設等に対して研修体制の確保や見学実習の受入を促すなど、資格取得者が研
修や試験を受けやすい仕組みの整備や財政的インセンティブが必要。現任者が勤
務する施設等が研修等の支援を行う場合の支援について、財政支援も含めて検討
すべき。

５．資格の名称
• こども家庭福祉の認定資格取得者に求められる、こども家庭福祉に関する相談
支援や多職種・多機関との協働といった専門性が伝わりやすいよう、「こども家
庭ソーシャルワーカー」とすべき。

こども家庭福祉の認定資格 とりまとめ概要②
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こども家庭福祉の認定資格取得者に求められる専門性

認定資格は、こども家庭福祉分野のソーシャルワーカーが身に付けることが求められる専門性のあり方について、以

下の視点により３つの柱を整理した上で、具体的検討を進めてきたところ。

• 虐待を受けたこどもの保護並びに、要保護児童、要支援児童等の在宅支援等に関し、こどもやその保護者に対して相談支援等を行う

児童相談所、市区町村、児童福祉施設をはじめとした、こども家庭福祉に係る支援を行う幅広い現場で活用できるものであること

• 社会福祉士や精神保健福祉士の資格を有する者や、こども家庭福祉分野の相談援助の実務経験を有する実務者が、100時間程度のこ

ども家庭福祉に係る研修及びソーシャルワークに係る研修等を経て取得する資格であること

• 新たな認定資格の取得者に求められる専門性の程度のイメージとしては、相談援助業務を行う現場職員が初歩的に習得する内容と、

特に難しい判断を必要とする事例への対応や指導的役割を担う職員が習得する内容の中間程度（児童福祉司について言えば、児童福

祉司任用後研修と児童福祉司スーパーバイザー研修の中間程度。）のものを想定すること

専門性の柱を検討する視点

検討会で整理した新たな認定資格の専門性の柱

１．こども家庭福祉を担う
ソーシャルワークの専門職と
しての姿勢を培い維持すること

２．こどもの発達と養育環境等の
こどもを取り巻く環境を理解

すること

３．こどもや家庭への支援の方法を
理解・実践できること
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こども家庭福祉に係る研修カリキュラム（追加研修含む）

こども家庭福祉に係る研修（指定研修）は、①すべての研修受講者が受講する100.5時間の指定研修と、②相談援助有

資格者のルートに含まれる一部対象者が追加的に受講する計24時間の研修（追加研修）の２種類がある。

科目名 講義 (計33時間) 演習 (計67.5時間)

こどもの権利擁護 1.5時間 7.5時間

こども家庭福祉分野のソーシャルワーク専門職の役割 1.5時間 ６時間

こども家庭福祉Ⅰ（こども家庭をとりまく環境と支援） ３時間 1.5時間

こども家庭福祉Ⅱ（保護者や家族の理解） 1.5時間 ３時間

こども家庭福祉Ⅲ（精神保健の課題と支援） ３時間 ３時間

こども家庭福祉Ⅳ（行政の役割と法制度） 1.5時間 1.5時間

こどもの身体的発達等、母子保健と小児医療の基礎 1.5時間 1.5時間

こどもの心理的発達と心理的支援 1.5時間 1.5時間

児童虐待の理解 1.5時間 4.5時間

少年非行 1.5時間 1.5時間

社会的養護と自立支援 1.5時間 4.5時間

貧困に対する支援 1.5時間 1.5時間

保育 1.5時間 1.5時間

教育 ３時間 1.5時間

こども家庭福祉とソーシャルワークⅠ（多様なニーズをもつこどもや家庭へのソーシャルワーク） 1.5時間 7.5時間

こども家庭福祉とソーシャルワークⅡ（こどもの安全確保を目的とした緊急的な対応に関するソーシャルワーク） ３時間 7.5時間

こども家庭福祉とソーシャルワークⅢ（地域を基盤とした多職種・多機関連携による包括的支援体制の構築） 1.5時間 7.5時間

こども家庭福祉とソーシャルワークⅣ（組織の運営管理） 1.5時間 4.5時間

指定研修

追加研修
科目名 講義（計９時間） 演習（計９時間） 見学実習（計６時間）

こどもの権利擁護と倫理 １時間 － －

こども家庭相談援助制度及び実施体制 １時間 － －

児童相談所の役割と連携 １時間 － －

こども家庭相談の運営と相談援助のあり方 １時間 ３時間 －

社会的養護と市区町村の役割 １時間 － －

こどもの成長・発達と生育環境 １時間 － －

こども虐待対応 １時間 ６時間 －

母子保健機関やこどもの所属機関の役割・連携及びこどもと家族の生活に関する法令・制度 ２時間 － －

見学実習 － － ６時間
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ソーシャルワークに係る研修カリキュラム

ソーシャルワークに係る研修（ソーシャルワーク研修）は、こども家庭福祉の実務経験者ルートの受講者（計97.5時

間）及び保育所等保育士ルートの受講者（計165時間）が受講するもの。

ソーシャル

ワーク研修
種別 科目名

相談援助実務
経験者のルート
（講義58.5時間、
演習39時間）

保育所等保育士
のルート

(講義78時間、
演習78時間、
見学実習９時間)

講義

ソーシャルワークの基盤と専門職 ０時間 19.5時間

ソーシャルワークの理論と方法 39時間 39時間

地域福祉と包括的支援体制 19.5時間 19.5時間

演習
ソーシャルワーク演習Ⅰ ０時間 39時間

ソーシャルワーク演習Ⅱ 39時間 39時間

見学実習 見学実習 ０時間 ９時間
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こども家庭ソーシャルワーカー

（参考）認定資格スキーム（イメージ）
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所管省庁
①認定機関としての
認定の申請

②認定

認定機関

・研修の認定
・試験の実施
・登録の実施

③研修の認定
の申請

④認定

・研修の実施
(指定研修、追加研修、
ソーシャルワーク研修)

研修実施機関

⑦
受
験
申
請

⑨
登
録
申
請

⑧
試
験
実
施

⑩
登
録

⑥受講

⑤研修の提供


